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☆パワハラ防止法施行に合わせたホットラインを実施  

全国で計１１８件の相談  

 

 職場におけるパワーハラスメントについ

て、事業主に防止措置を講じることを義務

付けたり、パワハラについて事業主に相談

したことなどを理由とする不利益取扱いを

禁じたりした労働施策総合推進法（パワハ

ラ防止法）が６月１日に施行されたのに合

わせて、６月１日、２日の二日間、全国安

全センターメンタルヘルス・パワーハラス

メント対策局はコミュニティ・ユニオン全

国ネットワークと協力して「職場のいじ

め・ハラスメントほっとライン」を実施し

ました。このホットラインでは札幌地域労

組、東京労働安全衛生センター、名古屋労

災職業病研究会、関西労働者安全センター、

連合福岡ユニオンに相談電話の着信場所が

設けられました。名古屋では労職研ととも

に名古屋ふれあいユニオン、名古屋シティ

ユニオンのスタッフがパワハラの相談を受

け付けました。  

 このホットラインには全国の大企業や中

小企業、製造、建設、運輸、病院、福祉施

設、学校など様々な職場の正社員、パート、

アルバイトとその家族や知人などからの相

談１１８件が寄せられました。  

 今回、名古屋で電話を取った筆者の印象に残ったのは複数の公務員からのパワハラ相談で

した。教員、バス運転手、給食センター職員、病院職員や市の施設職員などの方々からの相

談でしたが、今回、施行されたパワハラ防止法は民間の大企業のみが対象で、公務職場には

適用されません。因みに、パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務については、中小事

業主は２０２２年４⽉１⽇から義務化となり、それまでの間は努⼒義務となっています。公

務員だから、学校の先生だから大丈夫ということでなく、あらゆる職場でパワハラ被害に悩

んでいる労働者がいる実態が浮かび上がってきます。今回施行されたパワハラ防止法の実行

性は極めて限定的にならざるを得ないのです。  

 パワハラは零細企業の横暴で専制的な経営者によるハラスメントや、大企業の管理職によ

る部下や非正規労働者によるハラスメントだけでなく、同僚同士のパワハラやベテラン非正

規労働者から新入社員へのパワハラ、顧客や乗客、患者から労働者へのハラスメントなども

あり、上司など優越的立場からのパワハラ防止措置を事業者に義務付けるだけでは、パワハ

2020/6/2 毎日新聞  
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ラを防止するための法律としては不十分といえるでしょう。  

厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントについて、職場において、①  優越的な関

係を背景とした⾔動であって、②  業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③  労働

者の就業環境が害されるものの①から③まで全ての要素を満たすものをパワハラとし、客観

的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指⽰や指導については、職場に

おけるパワハラには該当しないとしています。  

現実的に多くのパワハラ被害者が退職に追い込まれており、職場のパワハラ問題を解決す

るには労働組合（ユニオン）に加入し団体交渉を行わなければならなかったり、労働問題に

詳しい弁護士を頼らなければならないことも多いです。パワハラの無い働きやすい職場を作

っていくことは労働運動の大きな課題です。  

 

（事務局  成田  博厚）  

  

 

 

 

 

 

 

 

★長野でアスベスト相談会と患者家族の集いを開催  

  

７月３日に長野市もんぜんぷら座で

アスベスト相談会を実施しました。相

談の受付は中皮腫・アスベスト疾患・

患者と家族の会副会長の松島恵一さん

と筆者で行いました。  

 この日の相談会には１５歳の時から

左官業に従事し、アスベスト含有テー

リング材を使用していましたが、最近、

間質性肺炎と診断されたという７０代

の男性や、建設業に従事していた父親

が亡くなったが腹膜中皮腫の可能性が

あるという女性が訪れました。間質性肺炎の男性についてはじん肺症やアスベスト疾患の説

明をし、父親を亡くした女性には治療を受けていた医療機関に診療録の開示請求をするよう

2020/6/1 中日新聞  
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アドバイスしました。  

 相談会実施にあたっ

ては、新型コロナウイル

ス対策をしました。相談

用の机の消毒をしたほ

か、ビニールシートと組

み立て式スタンドを会

場に持ち込み、相談者と

相談員の間をビニール

シートで仕切りました。 

 相談会の翌日、７月４

日にはもんぜんぷら座

で中皮腫・アスベスト疾

患・患者と家族の会長野

支部の集いを行いまし

た。通常ならば会員以外

の一般の人たちも入場

できるよう広報するの

ですが、今回は事前に参加の連絡をいただいた９人の会員さんのみでの開催となりました。

会場内では参加者同士で十分な距離を取って着席していただきました。  

 集いの冒頭、世話人の大原慎一郎さんは、「１２年前に建設業に携わっていた父親が悪性胸

膜中皮腫を発症して亡くなった。ネットにも情報がない時代で、亀戸の患者と家族の会に相

談したことから長野支部の世話人をしている。コロナの影響でなかなか開催できなかったが

久しぶりに皆さんのお顔を見れてうれしい」と挨拶されました。  

 これまで行った集いでは外部の講師をお招きして学ぶことが多かったですが、今回はコロ

ナの影響から筆者が大地震などの災害時のアスベスト飛散と、震災時にアスベスト粉じんか

ら身を守るのに有用な、粒子捕集効率９５％以上の厚生労働省の国家検定試験に合格した区

分２以上のＤＳ２及び、Ｎ９５区分の防じん用マスクの備蓄や取り付け方法についてお話し

しました。このトピックを選んだのは、２０１９年に長野を襲った台風１９号による千曲川

の氾濫で被災した住宅などの解体に伴うアスベスト飛散が懸念されており、関心を持つ会員

さんがいたからでした。  

 大地震では揺れやその後の火災や津波などにより大規模な建物の破壊が起き、その結果と

して吹き付けアスベストが露出したり、割れたり、粉砕されたアスベスト含有建材が大量に

発生し、被災地にアスベスト粉じんが飛散します。地震発生後は破壊された建物の解体、撤

去が長期間にわたり行われることから被災地にアスベスト粉じんが飛散します。１９９５年

１月１７日に発生した阪神淡路大震災では、当時の環境庁が２月から１０月まで１７箇所の

測定点で大気環境モニタリングを行いましたが、震災後の３月９日から１６日にかけての測

定では、空気１リットル当たり６本のクリソタイル（白石綿）が検出される地点がありまし

た。また、３月から１０月にかけて４２か所の解体現場周辺で行われたアスベスト濃度測定

では、新長田駅北側で空気１リットルあたり１９．９本のアスベストが測定されました。  

 スライドを用いた筆者の発表の後、意見交換を行いました。胸膜中皮腫の療養をしている

長野市内在住の７０代男性の S さんは、「堤防が決壊したところはすごい粉じんだった。壊れ

た建造物が集積され、積み替えたりしているところがあったが、アスベストが出ていたのだ

と思う」と語り、患者と家族の会の松島副会長は「災害時の持ち出しリュックに N95 の防じ

2020/7/5 毎日新聞  
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んマスクを入れておくとよいと思う」と話していました。震災アスベストとマスクの学習の

後は参加者全員で近況報告を行いました。  

 長野での患者と家族の集いを開催していたこの日、梅雨前線の影響で九州南部は記録的な

大雨に見舞われました。球磨川が氾濫し熊本県人吉市の市街地が浸水被害を受け、球磨村の

特別養護老人ホームが浸水して多くの入居者の命が失われました。  

（事務局  成田  博厚）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/6/23 朝日新聞  
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☆水門設計一筋 40 年 

腹膜中皮腫で療養中の設計事務所元社長平田勝久さん  

 

労職研会員の平田勝久さん（６５歳）は２０１８年８月に悪性腹膜中皮腫と診断された時、

中小河川に設置されている水門や港や沿岸部に設置する防潮用陸閘ゲートなどの設計を請け

負う設計事務所の社長でした。社員は平田さんを入れて 7 名で、平田さんの経営していた下

田設計研究所は水門や防潮ゲートのほか、河川のごみを取るため河川の排水機場の設置され

る除塵機の設計も得意分野です。  

１つの水門や防潮ゲートの設計では打ち合わせ等計画段階から、CAD を使用した設計図面

の作成まで 2 人がかりで 3 か月程かかるといい、大きい設備になると６か月かかることもあ

り、除塵施設の設計では 100 枚くらいの図面を作成します。  

 水門やゲートの設計を専門に行う設計事務所は全国に１０社程で、河川に設置する水門や

防潮ゲートを工場で製作するメーカーは愛知県に４社程で、日本全国でも１０社程というこ

とで、平田さんの経営していた設計事務所はこれらのメーカーや、河川や港湾の仕事にかか

わる土木コンサルタントから設計の依頼を受けていました。  

 筆者が平田さんからの相談を受けたのは２０１９年 7 月でした。相談の内容は、1 年前に

中皮腫を発症し療養のため傷病手当を受けているが、残り 6 か月で支給が終わってしまうの

でどうしたらよいかというものでした。労災請求を行い、休業補償給付の支給を受けるのが

よいので、支援を行う為、筆者は平田さんに色々とお仕事の話を聞きました。  

 平田さんは大学の工学部を卒業後、研究室の教授の勧めもあり、溶接ロボットなど自動車

部品製造用専用機を製作する会社の工程管理を行う部署に就職しました。しかし、入社２か

月で月の残業時間が１５０時間を超える労働環境だったため７か月で退職し、中日新聞の求

人欄で見つけた現在の下田設計研究所に入社しました。工業高校の機械科で製図を学んでい

たことと、自分自身に技術力がないとダメだと痛感していたことから社員数 7 人の設計事務

所に飛び込みました。小さな会社に入ったのは、大きな会社で組織の歯車になるのは嫌。小

さな会社で技術力を積み上げていって、自分の思い通りに任された仕事をしてゆきたいと思

ったからでした。下田設計研究所に入社してすぐ、創業者の社長から、事務所にいても製品

のことは分からないから現場に行って学んで来いと言われ、T 工業という水門を製作してい

た従業員数２０名程の町工場の鉄工所に出向し、そこで、水門の設計図面を作製する仕事や

工場での実際の製作、営業を学びました。  

 T 工業は福岡県田川市出身の九州弁で話す社長と営業部長が切り盛りしていましたが、平

田さんによるとすごく良い会社で、特に印象に残っているのは営業部長に営業のいろはを学

んでいけと言われ、営業部長と一緒に県や市町村の役所や土木事務所をまわったことでした。

この時の営業の経験は社長になってからとても役に立ったと平田さんは言います。  

 平田さんは T 工業に 3 年間出向していました。設計の仕事は T 工業の制作工場の２階でド

ラフターを使って行い、設計後、１階の工場で水門の材料になる鋼板や平鋼にアスベストを

含有する石筆を使用し板取り作業の為のけがき作業を行いました。板取り作業とは、鋼板や

平鋼から最も歩留まり良く板材を切り出す作業です。１９８０年代後半まで、けがきに使用

されていた石筆にはアスベストを含有しているものがあり、先端をとがらせるため削ったり、

鋼板に書いたけがきを手袋でこすって消したりする際に粉じんが飛散し平田さんはアスベス
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トにばく露しました。平田さんは板取りの為のけがきをするたびに、溶接などを担当する職

人達から「なんでこんなに端材を出すのだ。板取りが悪い」とよく怒られました。平田さん

が設計した水門が作りづらいと職人に怒られることもあったそうです。  

 3 年経ち平田さんは下田設計研究所に戻りました。設計事務所は図面１枚いくらの世界で、

図面を書かないと売り上げが上がりません。下田設計研究所も忙しくなっており、平田さん

は引き続き T 工業の水門設計を全て担当しながら、他の水門メーカー等の顧客との打ち合わ

せや実際に水門や防潮ゲートを取り付ける現場の計測などの調査、ドラフターを使用した製

図など設計の日々を送りました。  

 会社は順風満帆といかない時もありました。放漫経営や水門制作以外の事業への展開の失

敗が原因で主要取引先であった３つのメーカーのうち２つが倒産したことがあったりしたほ

か、平田さんが３３歳の時から２年ほど設計の為出向した住友軽金属工業がアルミ水門制作

事業から撤退することがありました。それでも、付き合いのある会社に仕事をさせてくれと

頼んだり、新しい取引先を開拓したりして今日まで設計事務所を継続してきました。５０歳

になる少し前、２００３年に平田さんは下田設計研究所の社長に就任しました。  

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により下田設計研究所は忙しくなりました。

東北地方の沿岸部が地震や津波により広範囲にわたって破壊されたことによる堤防の作り直

しなどにともない、水門や防潮ゲートなどの設計依頼が下田設計研究所に殺到したからです。

震災を契機に水門、堰、防潮ゲートの自動化、遠隔管理など、管理運用方法の基準が見直さ

れたこともあり被災地以外の既存の水門、防潮ゲートなど河川構造物の改修もあり需要は途

切れませんでした。  

 経営者として忙しい日々を送っていた２０１８年６月、平田さんは骨折の為受診した整形

外科で腹水の貯留を指摘され、自宅近くの市民病院を受診し検査を受けたところ、中皮腫の

疑いがあるといわれ、中皮腫患者受け入れの実績のある病院を紹介されました。  

 ８月、腹腔鏡による腹膜生検を行ったところ腹膜中皮腫の確定診断を受けました。確定診

断を受けた時は腹膜中皮腫という病名を聞くのが初めてで、病気自体を理解していない状態

でしたが、インターネットを使い情報を集めたところ、治療法が確立していない、余命平均

１年のような情報しかなく、病気の重さがだんだん理解出来ていき落ち込んでいきましたが、

性格のせいか絶望感はなかったといいます。  

 検査後、主治医と話したところおへその下まわり、腹膜の一部である大網に腫瘍が散らば

っているのは間違いなく、かなり進行しておりステージ４くらいいっているのではというこ

とでした。すぐに抗がん剤治療が始まりアリムタ＋シスプラチンの投与やアリムタ単剤投与

の治療を受けました。現在も治療は継続中で、当初増え続けていた腹水は現在では無くなっ

ています。腹膜中皮腫の厄介なところは腫瘍のかたまりが小さく、CT、MRI 画像で見えず、

PET 検査でも発見できず、確立した腫瘍マーカーも無いことで、腹水が唯一の判断基準と主

治医からは言われています。最近、平田さんは中皮腫患者の症例が多い兵庫医科大学病院や

腹膜播種の専門家のいる岸和田徳洲会病院でセカンドオピニオンを受けてみたいと考えてい

ます。  

 平田さんに病気になって変わったことを聞いてみたところ、「大げさに言えば死生観」とい

うお答えをいただきました。病気になる前は生き死になど考えていなかったから仕事も趣味

も遊びも頑張るという言うことができたけれど、今、仕事も趣味も出来ない状態が同時に来

て、自分の立ち位置が上からすとんと落とされたことにより考え方が変わったというのです。

大きく変わったのは、あまり怒らなくなったということで、以前は、お前はこう言うけれど、

俺の考え方はこうだとお互い切磋琢磨してやりあうのが好きだったのが、今では、嫁さん、

子供、会社の話をなんか受け入れられるようになりよく聞くようになったということでした。 
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 平田さんの趣味は渓流釣りと鮎釣りで、渓流釣りは２５歳から、鮎釣りも３０年のキャリ

アで大好きでした。３３歳で結婚するまでは、女性は眼中になく釣りのことで頭がいっぱい

で週末に会社が終わると車で川まで走って行って、夜明けとともに釣りをしていました。中

皮腫を発症してから、釣り竿を持って川まで行ったことがありましたが、１００メートル行

けず、もう釣りが出来ないことをしみじみ思ったそうです。今でも川を見ていると落ち着く

そうで、車で揖斐川を見に行くこともあります。  

 社長だった頃の平田さんは自分で沢山しょい込むタイプで、会社で起こる問題の責任は全

て自分の責任、従業員がもめるのも売り上げが落ちるのも俺の責任という社長で、経営方針

を自身で決め、会社を動かしていく経営者でした。３か月間休みなしで働いたこともあった

そうです。しかし、中皮腫の治療が始まり抗がん剤の副作用で水をコップ一杯飲んだだけで

吐き気が襲ってくる身体状態になり、設計の仕事が全く出来なくなりました。２か月間の平

田さんの不在中、司令塔を失った会社は求心力を失ってゆきました。わずか２か月間でこん

な風になってしまうのだと平田さん自身随分ショックを受けたそうです。  

会社の求心力をもう一度取り戻すため、会社に戻った平田さんは社長交代を打ち出したう

えで、社内のチームワークによる仕事の在り方を見直す仕事をしました。中皮腫を発症して

１年ほどしてから平田さんは社長の座を役員だった女性社員に譲りました。今でも会社には

籍があり、困難案件についてアドバイスを求められ会社に行くことがあるそうですが、もは

や仕事は出来ず、普段は療養に専念しています。  

労災は２０１９年１１月に認定されました。中皮腫で労災認定された場合、労災保険から

休業補償給付を受けるため、これまで給付された傷病手当金は健康保険組合に返納しなけれ

ばなりません。平田さんのアスベストばく露は社長に就任し、給料が大幅に上がる前の社員

時代だったことから、役員報酬をベースにして算定された傷病手当金の 1 日あたりの給付金

額が、労災保険の休業補償給付の基礎となる１日あたりの給付基礎日額を４０００円程上回

ることになり、傷病手当金を受けていた期間と重なる期間分の労災保険の休業補償給付だけ

では返納額が足りず、ご自身の貯蓄からも返納額を捻出しなければなりませんでしたが、そ

れでも平田さんは１年６か月間と給付期間が決まっている傷病手当金より、中皮腫の治療期

間は継続的に給付される休業補償給付のほうが良いと考えているということです。  

コロナ禍の中始まった中皮腫サポートキャラバン隊の Zoom サロンにも時折顔を出すとい

うことで、同じ患者同士で話ができ、様々な情報が手に入るので有益だと考えているという

ことです。  

（事務局  成田  博厚）  

 

★愛知労働局、ずさんな管理－734 万円のアスベスト測定器  

 

 名古屋労職研でも支援活動の柱であるアスベスト被害に関連して、愛知労働局が７３４万

円もするアスベストアナライザー（測定器）を何ら貸出帳簿も作らず、担当職員の記憶だけ

で貸出管理しているずさんな実態が情報公開請求により明らかになったので報告します。  

 

 アスベストアナライザーとは、現場で吸引してその場でアスベストの有無、種別を定性分

析できる片手で持てる便利な測定器のことです。   
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【経緯】   

2019 年（R1 年）秋の全国安全センター総会で東京安

全センターの作業環境測定士外山氏から、「アスベストア

ナライザーという測定器が各労働局に配布設置されてい

て業界団体にも貸し出されるかもしれない。価格は 700

万円くらいらしい。」と聞き、調べてみたところ、田村貴

昭衆院議員のサイトで「厚生労働省から愛知局ほか７局に

アナライザーを配布している。」「厚労省の担当者は、熊

本地震の解体現場の立ち入り調査で『目の前で見せるので

労働基準監督署の指導に迫力が出る』と有用性を認める声

が出され、配布の後押しとなっていること、来年度は５

台の購入を予定していることを説明しました。」との記事

を見つけました（2018.11.1 の記事）。  

http://tamura-takaaki.com/diary/8224/ 

 

 そこで、私は貸出実績を入手して活用の実態や効果を知るため愛知労働局に行政文書の情

報公開請求をしました（2019 年 10 月 5 日）。  

 １か月後に国有財産管理のための物品管理法による「物品引渡通知書」が１枚開示され、

マイクロフェザーAS という品名、単価 7,344,000 円、労働保険特別会計労災勘定の重要

物品（50 万円以上の物品）、試験及び測定機器として、平成 30 年 5 月 11 日に厚生労働省

本省労災管理課長から愛知労働局総務課長へ引き渡されたことが分かりました。  

 

 しかし、大事な貸出管理簿はあるのか無いのかが怪しい状態でした。  

 それまでの愛知局総務担当コジマ氏とのやりとりでは、当初、「まとめて本省に報告する

文書があるかも。」としていましたが、説明が変遷し、「対外的な貸出がなく報告書はな

い。」「健康課担当職員が個人的なメモを取っていたかもしれないがそれは公文書ではな

い。」果ては「借りた監督署では石綿関係の安全衛生指導復命書を作成しているかもしれな

いから、どこの監督署が借りたか分からないので、何年度のどこの監督署に請求するかそち

らで特定して開示請求してほしい。」「アスベストアナライザーの報告などと指定しても検

索できないから石綿関係の安全衛生指導復命書として開示請求してほしい。」などとデタラ

メな対応に終始しました。  

 なお、この間関西労働者安全センターの開示請求により、大阪労働局ではその他の物品と

合わせた貸出の台帳が開示され、「借りた監督署名」「担当者名」「持出日」「返却日」が

記載されていました。  

 愛知労働局は結局貸出関係の管理書類は作成しておらず不存在であるとして不開示決定通

知を出しました。  

  

 私は、いくら何でも物品管理法上重要物品扱いされている 700 万円超の測定器が組織的

に管理されていないとは信じられず、情報公開審査会に審査請求しました（2020 年 1 月

15 日）。  

 答申結果は棄却を意味する原処分「妥当」でした（令和 2 年 7 月 20 日付け令和 2 年度（行

情）答申第 155 号・第 156 号）。  

 

 

アスベストアナライザー  
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【答申注目点】  

 不開示決定は覆らなかったものの、答申では注目すべき点が明らかになりました。  

 先ず第一に、国有財産の管理として、重要物品は毎年厚生労働大臣が現在額報告書を作成

しているが、貸出簿作成は義務付けられていないこと。第二に、法律上、物品管理官（総務

課長）が、使用する者を「物品供用官」に指定して使用させることになっているが、愛知労

働局では、局の監督課長補佐を「物品供用官」に指定して、その「物品供用官」に譲受先を

「健康課」とする命令書を出し、健康課の職員がさらに各監督署の職員に貸出す。この貸出

は「物品供用官」の管理の下で部内職員に供用させる範囲内であると勝手に解釈しているこ

と。第三に「物品供用官」は「これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。」

と物品管理法施行令第 27 条で定められているにもかかわらず、貸出は以下のとおり、常識

では考えられない方法で進められていたこと。  

 情報公開審査会での愛知労働局の説明によれば貸出管理は次のとおり行われていました。

「ウ（中略），監督署の職員から事前に電話連絡により使用希望が伝えられると，例えば，当

日貸出及び翌日返却等の場合には，健康課の担当職員が使用者の氏名等を覚えることで足り

るため，記録等はしておらず，また，貸出日が先になる場合等には，用をなす範囲でメモを

取ることがあるが，アナライザーの貸出しに係る内部手続等は特段定めていない。」「平成３

０年度及び令和元年度において，アナライザーを管内監督署の職員に使用させた回数として，

担当職員の記憶から確認できたのは，各年度それぞれ３回とのことであるが，これらのうち，

上記ウに掲げるようなメモを取った回数やメモの内容については，メモが組織内で共有して

いるものではなく，保管していないため，正確な使用回数も含め，明確なことは何も分から

ない。」  

 つまり、貸出すその時は誰に貸したか健康課職員個人の脳ミソで覚えているし、たまには

メモで控えてあった、というお粗末な管理であることを適法だと開き直っているのです。  

 これについて、情報公開審査会は、明確にその異常さを指摘しています。  

「『健康課の担当職員が使用者の氏名等を覚える，また，用をなす範囲でメモを取る』として

いるが，アナライザーを実際に管内監督署に貸し出した回数すら明確でないのであれば，各

貸出時点において，単に誰に貸し出すかを把握していたにすぎない。そうした状況において，

例えば，物品供用官が『物品を使用する職員を明らかにしておく』との義務をどのように果

たしているのかについて，にわかに理解することは難しい。」  

 「アナライザーが『非常に高額』であり，また，物品管理法３７条に定めるいわゆる重要

物品に該当し，同法に定める『物品増減及び現在額報告書』も作成されているとの諮問庁の

説明を勘案すれば，なおさらである。」  

 「これらを踏まえると，主に物品管理法令上に直接の規定がないことをもって，愛知労働

局において本件対象文書を保有していないことは合理的である旨説明しようとする上記アの

諮問庁の主張を，そのまま採用することはできない。」  

 

 さて、情報公開審査会はここまで正論を進めつつも、結局は、「メール，メモ等の控え，

ファクシミリ等の関係する記録が残っていないか改めて探索を求めさせたのに対し，諮問庁

から，徹底して探索したが，既に全て担当職員限りで廃棄しており，発見されたものはなか

った旨の回答」「を覆すに足りる特段の事情を認めることもできない。」という論で、無い

ものは無いからおしまい。との答申になりました。  

 答申では大変珍しく、最後に「付言」として次のように指摘しています。「処分庁におい

ては，今後，上記のメモが，担当職員から物品供用官に対する報告等重要物品の適切な管理

のため，組織で共有する必要が本当にないものかどうか，真摯に検討することが望まれ
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る。」  

 

【後日談】  

 上記答申のとおり、情報公開審査会が、物品管理法上適法な管理をするために、貸出メモ

を組織共有文書とする、つまり貸出簿をきちんと作るよう検討せよと指摘したので、その後

愛知労働局がきちんと対応したかどうか、再び開示請求を出してみました。  

結果は不開示決定でした。貸出簿は「作成しておらず、不存在のため」、検討の指示を受け

て検討した文書は「現在検討に向けて準備中であり、存在しないため」との理由です。要す

るに、外部からあれこれ言われてもやり方を変えるつもりはない、ということのようです。  

 

【問題の深層】  

 この事案は単に、アスベスト関係の物品管理がいい加減であることに留まりません。「重

要物品の不適正な管理についての点検結果の報告」でネット検索すると、平成 25 年 11 月 1

日付け厚生労働省大臣官房会計課の報告が閲覧できます。厚生労働省全体で 1,178 件、総

額 28 億 8,800 万円分の重要物品（50 万円以上の国有財産）が無くなっており、地方労働

局だけでも 91 件、1 億円以上の重要物品をなくしているのです。  

 無いといえば、平成 27 年 12 月 18 日「都道府県労働局における石綿関連文書の保存の

取扱いの誤りについて」という厚生労働省の報道発表により、都道府県労働局（管下の労働

基準監督署を含む。）は、石綿関連文書（石綿関連事業場に関する監督復命書、安全衛生指

導復命書、労災保険給付等調査復命書等）を 6 万件、本省の指示に反して勝手に廃棄してし

まいました。いま思えば、734 万円のアスベストアナライザーを労働衛生担当課が、職員

個人の記憶だけで管内監督署に貸出して、どこの監督署がアスベスト検知に使ったか、まっ

たく把握管理しいていないくらいなのだから、被災労働者の迅速かつ公正な保護をするため、

必要な保険給付を行うために必要な書類など、何とも思わず廃棄したのもむべなるかな、で

す。  

 それでも、事業主が納める労災保険料約 9,000 億円の内、労災保険給付は 7,400 億です

が、今回のような物品費は庁用品であり庁費等 190 億円の一部です。これは事業主が納め

た保険料であり、その源泉は労働者が働いて産んだものでもあります。  

 

 物品管理法や内部の規定に明記されていないからと言って、労働衛生の保持、アスベスト

被害防止、救済のために必要な測定器の貸出管理をいい加減にやっていいということはあり

ません。  

（労職研運営委員  榊原  悟志）  

 

☆ユニオン奮戦記（5）労災認定裁判  不当判決  

   

岩永さん労災認定裁判  不当判決  控訴   損害賠償調停中                   

 

１．《経緯》  

ユニオン奮戦記（5）で述べていますが再度経緯を述べます。  
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(株 )ティーエヌ製作所 (豊田合成、トヨタ紡織などの下請、

プラスチック成型、静電植毛等の製造業、140 人規模 )に

成形段取りマンとして勤務していた岩永さんは、平成 24

年 10 月 17 日成形機の段取り業務中、取り出し機から突

出してきたチャック板と成形機の間に左顔面を挟まれ負

傷し、一宮市民病院に救急搬送され緊急手術、同月 23 日

に名大医学部付属病院へ転院しました。｢左眼球破裂｣と診

断されました。当初の入院は 1 ヶ月を超えていました。左

眼の視力は 0.02 ほどありましたが、6 ヶ月後 1 ヶ月強の

入院をして複数回手術を受けましたが、経過悪く見えない

状況になってしまいました。右眼も視力が低下してきまし

た。角膜移植をすることとなり、平成 27 年 10 月に眼科

杉田病院を受診しましたが、「左眼眼球ろう右眼交感性眼

炎の疑い」と診断され角膜移植できないとされました。平

成 28 年 2 月末をもって監督署長の職権で治癒認定されて

しまいました。  

 岩永さんは、この事故での死の恐怖と眼負傷の予後が悪

く快方どころか悪化していく状況で、平成 26 年 11 月各

務原病院で「心因反応、うつ病」と診断され労災申請をし

ましたが、平成 27 年 6 月に否認されてしまいました。(平

成 13 年ごろよりアルコール依存症の治療をうけていましたが、病気を克服し 10 年以上普

通に勤務しており寛解状態となっていました。 ) 

 

２．《提訴、争点、判決》  

平成 28 年 7 月名古屋地裁に労災認定を求めて提訴しました。争点は①左眼眼球破裂につ

いて平成２６年６月で休業補償を打ち切ったことの不当性（具体的には休業補償給付の一部

不支給処分の取消請求）、②本件事故により発症した精神障害 (心因反応、うつ病 )について、

業務起因性が認められること（具体的には療養補償給付不支給処分の取消請求、休業補償給

付不支給処分の取消請求）です。  

 令和 2 年７月６日、名古屋地裁民事１部はいずれの請求も棄却しました。  

 

3 ．《控訴審にむけて》  

 弁護団（弁護団  田巻紘子、森悠、砂原薫）は控訴審に向けつぎのように言っています。  

「本件の争点は多岐にわたりますが、上記②の点に絞りますと、名古屋地裁判決は岩永さん

が本件事故により発症した精神障害は適応障害であると認定し（岩永さんはＰＴＳＤ発症と

主張）、本件事故より６ヶ月以上経過して発症したものであるから適応障害発症について本件

事故による業務起因性は認められないという判断を示しました。  

 しかしながら、これは非常に形式的な判断と言わざるを得ません。精神障害発症から遡っ

て６ヶ月以内にストレスの強い出来事が有ったかどうかを判断する、という現行の労災認定

基準は、ストレスの強い出来事から６ヶ月以内に発症したならば出来事と発症との関係が明

白であるという「わかりやすさ」を優先した基準です。行政段階で被災者早期救済を考えれ

ばその「わかりやすさ」にも妥当性があると言えます。  

 ですが、裁判になって、個別事情を明らかにし、どう考えても平成２４年１０月の生死を

分けるほどの大事故以外に精神障害発症の理由がないといえる本件についてこの「わかりや

行政訴訟判決後の集会で支援

者を前に話す岩永純弘さん  
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すさ」は必要でしょうか？「わかりやすさ」のために、岩永さんの発症についての業務起因

性が否定されることは基準の悪用であり、本末転倒と言わざるを得ません。  

控訴審では、事実が適正に評価され、業務上との判断が得られるよう、努力していきたい

と思います。どうぞ引き続いてのご支援よろしくお願いします。」  

 

4 ．《損害賠償調停と休業期限》  

 会社は、令和元年 12 月に過失割合を会社 3 被災労働者 7 とする損害賠償調停を申立まし

た。とても不当なものです。事故の反論証拠をもって調停中です。控訴審の結果待ちとなる

かもしれません。行政訴訟と合わせてご支援よろしくお願いします。  

 更に、会社は休職 (組合は労災休業を主張 )期限を本年 9 月末としています。本年 9 月 14

日会社は岩永さんに復帰後の仕事の説明会を行いました。これに対しても対応が必要となっ

ています。  

 

5 ．《最後に》  

 被災労働者岩永さんも 55 歳です。事故より 8 年となります。一審の判決も出ました。闘

いはまだつづきますが、今後の人生をどうするかの判断時季です。岩永さんが労働組合員と

しての強い意思をもって決断することを強く望みます。  

 そして、皆さま、あってはならない事ですが、業務起因性の立証しにくい非器質的疾患の

精神疾患や脳・心臓疾患については、先ず、起こる前の予防のため、また、発症してしまっ

たときは早期に、ユニオンなどに相談が必須です。  

（名古屋シティユニオン執行委員長  竹久  憲一郎）  

 

 

★・・・私の命の期限は、  

新型コロナウイルスの感染には因らない事を願う・・・  

 

新型コロナウイルスの感染の終息が全く見えない。  

国や都道府県や全国の市町村が対策を取り、そして町医者までもが PCR 検査のボランティ

ア活動を行っているにも拘わらず、一向に収束には至っていない。  

世界全体の累計感染者数は 3000 万人を超え、死者数は 100 万人に迫っている。  

一方国内では感染者数は 8 万 2000 人を超え、死者数は 1500 人を超えている。  

我が市でも最初の感染者が発生してから数か月になるが、某カラオケ喫茶でクラスターに

至ったと当時はテレビや新聞などのメディアで放送されたものの、その後は全く噂にも聞こ

えてこなくなり、何処の医療機関で治療されているかも分からず、不安と恐怖で怯えている。  

個人情報の保護とかの大義名分を盾にして、詳細が一切公表されないのは仕方がないのか

もしれないが、クラスターの発生した市の住民に対して、不安と恐怖を募らせている。  

糖尿病や循環器系や呼吸器系などに基礎疾患のある人間が新型コロナウイルスに感染する

と、重症化する確率が高くなり、或いは場合によっては死に至ると言われている。  

まさに私は重症化するか或いは死亡するかの確率がほぼ 100％の中皮腫患者である為、2

週間に 1 度のオプジーボの治療で病院へ向かうのも、ある意味命懸けとも言える。  

けれども、すがることのできる最後の藁である為、決死の覚悟で治療を受けに行っている。  
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全く治療効果のなかったアリムタ＋カルボプラチン治療は白血球や好中球数などの数値を

激減させ結果として細菌やウイルスに対抗する免疫力が低下するという副作用を発生させた。 

オプジーボ治療は免疫力を低下させる副作用は現れていないが、女性化乳房症や発疹や便

秘が現れ、尚且つ食欲不振と立っていられないほどの異常なだるさに襲われている。そのせ

いで、この半年で体重が５kg も痩せてしまった。40kg を切るのももう時間の問題だ。  

新型コロナウイルス感染の恐怖と体の異常なだるさが相俟って病院へ行く日以外に家を出

る事はない。その結果今ではトイレやお風呂さえもままならない程の筋力無しの有様である。 

GoTo トラベルやら GoTo イートなど政府が経済対策の一環として推し進めているが、確

かに新型コロナウイルス対策と経済対策の両立が大事だとは思うけれども、基礎疾患のある

私にとっては不安と恐怖が募るばかりである。更に、今後 PET 検査などの結果次第でオプジ

ーボの効果が無いとなれば治療の中止もあり得ると主治医にはほのめかされており、新型コ

ロナウイルスの感染に因るか、オプジーボ治療の中止に因るか、どちらかの原因によって、

私の命の期限が来て、死に至る事になるような気がする。  

以前に刊行した拙著「仄かな希望」の中の・・・はじめに・・・の欄で、「人間何時かは死

ぬ」と書き、「何時かは命の期限」と結論づけたが、その期限とは新型コロナウイルスの感染

に因る命の期限ではない、と思っている。果たしてこの願いは叶うであろうか。  

（労職研会員  橋本  貞章）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月     

 6 日  名古屋労職研事務局会議     

9 月     

 
10 日  名古屋労職研事務局会議   15 日  

アスベストユニオンオンライ

ン会議  

 17 日  名古屋市会本会議傍聴   24 日  名古屋労職研事務局会議  

 
25 日  マルハニチロ訴訟傍聴   29 日  

アスベスト対策愛知連絡会会

議  

労職研の活動  

【労職研  会費・カンパ振込先】  

郵便振替  口座番号  00860－5－96923 

加入者   名古屋労災職業病研究会  

 

 

 


